
(3)確定拠出型年金への移行（代行部分の返上を伴うケース）

概要 ： 代行部分を返上した後、加算部分を確定拠出型年金へ移行する。現行法上、基金を解散

する場合、代行部分は厚生年金基金連合会へ移管するとともに、解散基金の残余財産は解散基

金加入員に分配されるが、各加入員への加算部分の分配相当額は加入員へ通知した上で運営

管理機関に届け出ることとし、残余財産自体は非課税で資産管理機関へ移管できるようにする。

また、代行部分は現金、有価証券等によって国へ移管する。
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①加算部分の残余財産を労使合意で決　

　めた規約に基づき、加入員への分配相　

　当額を計算し、従業員へ通知する。

②加入員への分配相当額が決　

　まった後、資産を非課税で確定

　拠出型年金の資産管理機関へ

　移管する。

現金、有価証券等

《確定拠出型年金の資産管理機関》

《加入員》

《確定拠出型年金の運営管理機関》

③各分配相当額に応じて、加入　

　者は運営管理機関に対して、規

　約で定められた運用商品の中　

　から、運用指図を行う。

現金、有価証券等
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記録管理、運用指図
取りまとめなど
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